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水素の物質特性と安全確保

⚫ 水素は、拡散しやすい、着火しやすい、金属材料を脆化させる等の性質を持つ。

⚫ 産業保安の観点から、これらの性質に十分留意し、安全の確保を前提しつつ、利用を促
す環境を構築していく必要がある。

水素はあらゆるガスの

中で最も軽いという特

徴を持っています。

水素は無色・無臭のガスであり、

そのままの状態では人間の感覚

で検知することが困難です。

また水素が燃焼したときの火炎

もほとんど目に見えません。

水素には、一部の金属材

料中に侵入し、強度等を

低下させる性質があります。

水素は可燃性のガスで、静電気
程度のわずかな火元で着火する
可能性があります。また着火後は、
爆発を起こすおそれがあります。

水素は他のガスと比べて拡

散しやすい。このため、ごく

わずかなすきまからも漏

洩する可能性があります。
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物性 水素 メタン（参考）

最小着火エネルギー 0.02mJ 0.28mJ

燃焼範囲（空気中） 4～75% 5～15%

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素・アンモニア政策小委員会
資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安
全分科会 水素保安小委員会 合同会議 第1回 (2023年10月4日)資料３を基に作成
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水素保安の将来像（イメージ）

➢ 水素等の大規模供給に係る特有の設備に対応した技術
基準等が国際的にも検討段階である中、大規模な水素
等サプライチェーン構築に当たっては、一定程度、事業者に
よるリスクに応じた柔軟で高度な保安が求められる。

事業者によるリスクに
応じた柔軟で高度な

保安

国際調和

事業規制と一体的な保安規制

⚫ 大規模な水素等サプライチェーン構築を見据え、将来の水素保安の在り方としては、「事
業者によるリスクに応じた柔軟で高度な保安」、「国際調和」といった視点が重要。

⚫ また、水素等の事業規模等が今後拡大していくことを踏まえれば、電気事業法やガス事業
法のように、事業規制と一体的に保安規制が措置されることが想定される。

（※）既存法令の中でも事業者が自立的に高度な保安を確保するという
考え方は取り入れられている。例えば、高圧ガス保安法においては、事
業者の保安レベルに応じて規制を適正化する「認定高度保安実施者
制度」が設けられている。

（※）また、「高圧ガス保安法における経済産業大臣特別認可」や高圧
ガス保安協会（KHK）による「詳細基準事前評価」など、既存の技術
基準等によらない評価制度も整備されている。

➢ 主要各国が水素等の保安規制体系の確立を模索する
中、我が国の水素等分野の安全確保と産業競争力強
化のためにも、水素保安規制の国際調和や国際基準作
りを図っていく。

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素・アンモニア政策小委員会
資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安
全分科会 水素保安小委員会 合同会議 第1回 (2023年10月4日)資料３を基に作成
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水素保安のあり方（案）

上記の取組を重ねながら、大規模な低炭素水素等サプライチェーン構築を見据えた、包括的
な水素保安体系を構築していく

水素保安の将来像
（事業者によるリスクに応じた柔軟で高度な保安、国際調和、事業規制と一体的な保安規制）

水素保安戦略 業界の規制改革
要望への対応

個別の規制課題
についての対応

クリーン水素等の
利用拡大における

制度的措置世界最先端の日本の水素技
術で、水素社会を実現し、安
全・安心な利用環境を社会
に提供することを目的に、３
つの行動方針と９つの具体
的な手段で取り組む官民の
行動指針。

⚫ 科学的データの戦略的獲得
⚫ 円滑な実験・実証環境の実現
⚫ 第三者機関の整備・育成
⚫ 地方自治体との連携
⚫ リスクコミュニケーション
⚫ 人材育成
⚫ 国際調和 etc.

⚫ 大型液化水素貯槽の離隔距離
⚫ 大型液化水素貯槽の防液堤
⚫ 水電解装置の安全基準の整備
⚫ 低廉な鋼材の基準整備
⚫ 水素パイプラインの基準整備 等

NEDOプロジェクト等を活用し
た個別の規制課題に係る安全
基準の合理化・適正化の検討
を官民連携して実施。

水素等関連事業者と規制課
題について実務ベースで今後の
進め方を議論し、方向性をつけ
ていく。

炭素集約度の低い水素等の供
給・利用を拡大し、その事業を
円滑に進めるための制度的措
置を検討。

また、現行の関係法令（ガス事
業法、電気事業法等）におけ
る技術基準等において、規制の
合理化・適正化を検討。

※国に対してJH2A会員企業から約140件
の要望あり（10月20日時点）
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水素等事業の保安に係る適用法令について

⚫ 大規模な水素等事業は黎明期であるため、現状では、国際的にも、想定されうる水素等事業全体
を包含した安全規制体系を構築している国はなく、各国ともに、既存の安全規制体系を活用し、利
用シーンごとに対応を進めつつあるところ。我が国においても、現時点では、その用途・性質等に応じ
て、適用法令が異なりうる状況。

⚫ また、引き続き、官民が連携して安全性に係る科学的データの戦略的獲得に努め、国内外の水素
等事業の進捗に応じて、保安規制の合理化・適正化を進めることも必要。

国内受入基地
（含 脱水素設備等）

液水ローリー等

液水・MCH化・
アンモニア製造

海外 国内

水素等運搬船
（液水、MCH、NH3等）

系統電力、再エネ電力

水電解

大規模発電

鉄・化学等
（燃料、原料）

モビリティ

海外製造・輸送 国内製造・輸送・貯蔵 利用
＜適用法令のイメージ（主にガス事業法、電気事業法、高圧ガス保安法の関係を整理）＞

パイプライン

水電解
パイプライン

＜ガス事業法、電気事業法又は高圧ガス保安法＞

＜高圧ガス保安法＞

＜高圧ガス保安法＞

＜高圧ガス保安法＞

＜電気事業法＞

例えば、一般の需要に応じて導管により水素ガスを供給する事業者はガス事業法、発電事業を営もうとする事業者は電気事業法、
それら以外の高圧ガスの水素等の製造等を行う事業者は高圧ガス保安法が適用される。

→特に国内で新規性の高い大規模な水素等事業に関して、モデルケースを整理し、適用法令につい
て事業者に分かりやすく発信していくことが求められている。



（参考）国際エネルギー機関（IEA）国際水素レビュー2021における政策提言

6

⚫ IEAは、2050年のカーボンニュートラルを念頭に、2030年までに到達すべきマイルストーンを各国の
政策担当者向けに提言。

⚫ 規制については、水素市場の発展段階を考慮し、段階的かつ動的な取組を推奨。

クリーンな燃料として水素を採用することは、新たな市場とバリューチェーンの発展を刺激することが期待されるため、利害関係者の障壁
を減らすために規制の枠組み、認証スキーム、基準が必要とされる。短期的には、次の3つの分野で基準を策定することが特に重要で
ある。
⚫ 国際貿易 (略)
⚫ 安全:

安全性は、低炭素水素および水素をベースとした燃料にとって重要なトピックである。産業界は数十年にわたって、安全に水素を製
造および利用することができていたが、現在は利用先が産業界を超え、自動車や家庭など消費者へて拡大することが予想されて
いるため、あらゆるレベルで安全性を確保することが不可欠である。社会的受容性を得るためには、国際協力と国際調和を通じ
て、高い安全基準を確立する必要がある。

⚫ 技術の採用:
水素利用の新しいアプリケーション先は、燃料補給ステーション、貯蔵サイト、燃焼器具等の新しい技術の展開に繋がる。それ故、
世界中で一貫した操作性を確保するため、ノズル、バルブ、バーナー、貯蔵タンクに関する国際的な統一規格が必要である。

(略)
加えて、強固な水素市場の発展を可能にするためには、明確で透明性があり、支援的な規制の枠組みが必要である。水素需要が高
まり、サプライヤーが対応し、新しいバリューチェーンとパートナーシップが出現するにつれ、規制の仕組は、製造設備とインフラへの投資を
引き付けるために必要な事業計画の堅実性を危険にさらすことなく、市場の進化に適応する柔軟性を備えている必要がある。
低炭素水素の独占や市場の細分化を回避するために、規制資産に対する明確な規則と第三者アクセスの確保も必要になる。しかし、
水素市場の発展が初期段階にあることを考えると、他の成熟市場で機能する厳格な規制原則を適用するのは時期尚早である。
規制の失敗や規制の断絶といった深刻なリスクが生じる可能性があるからである。むしろ、定期的な市場監視に合わせて慎重に調
整された段階的かつ動的な規制アプローチが、失敗のリスクを最小限に抑えることに役立つ。
(略)

（出典）IEA Global Hydrogen Review 2021

適切な認証、標準化、規制体制の確立（一部抜粋）

第３回水素保安戦略の策定に係る検討会資料(2022年10月5日)
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水素保安における新たな措置（案）

⚫ 高圧ガス保安法に基づく製造の許可、各種検査（完成検査・保安検査等）は、国が定める技術
基準に基づいて都道府県等が実施している。

⚫ 低炭素水素等の大規模供給・利用については前例のないものであり、国等が科学的なデータ取得
を行い、基準等を整備する必要がある。このため、製造の許可・その後の完成検査、製造等の開始
から一定の期間の保安検査等について、国が自ら実施することが事業の迅速化にとって有効。

⚫ なお、技術的知見を有する第三者機関の活用も含め、自主保安（事業者によるリスクに応じた柔
軟で高度な保安）を追求した保安の在り方を検討する。

製造の許可 完成検査

高圧ガス保安法上の認定高度保安実施者

→保安検査、変更の工事後の完成検査は自主検査
→定期自主検査は不要
→軽微変更の対象範囲が拡大 等

製造開始 製造開始2年

保安検査（年1回）

定期自主検査

※第1種製造者のみ

工事

事業者の自主保安確保

（現行）都道府県による許可・検査の実施
↓

（新たな措置案）国による許可・検査の実施

第三者機関による調査・審査補助

許可、検査、認定に係るもの

※自主保安を見据えた水素保安に係る
手続の流れ（例） 国による保安検査（一定期間） 自治体等の保安検査（一定期間後）

又は事業者の自主保安
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水電解装置など高圧以外の水素等の安全確保について

⚫ 水電解装置の安全確保に関しては、2023年度に実施するNEDO事業(※1)の結果や、国際規格
等も踏まえ、最新の科学的データを関係法令に反映し、保安規制の合理化・適正化を図っていく。

⚫ その際、高圧ガス保安法に基づく高圧ガスに該当しない(※2)水素等を取り扱う場合の安全確保につ
いて、検討を行う(※3) 。

ガス事業以外のガスを供給する事業 又は 自ら製造したガスを使用する事業（法第105条）

一日のガスの製造能力又は供給
能力のうちいずれか大きいものが
標準状態（注）において三百立
方メートル以上である事業を行
う者

（令第7条第3項）

連続して延長が五百メートル
を超える導管を構外に有する
事業場を有するもの

（令第7条第2項）

① 準用事業の開始・廃止の届出義務（法第106条）

② ガス工作物の技術基準への適合・維持、技術基準不適合命
令（法第21条第1項及び第2項）

③ ガス主任技術者の選任（法第25条）

④工事等従事者はガス主任技術者の指示に従う義務（法第

30条第2項）

⑤ ガス主任技術者の解任命令（法第31条）

⑥ 工事計画（法第32条（第6項を除く。））

上記以外

（令第7条第1項）

① 準用事業の開始・廃止の届出義務（法第106条）

② ガス工作物の技術基準への適合・維持、技術基準不適合命
令（法第21条第1項及び第2項）

⑥ 工事計画（法第32条（第6項を除く。））

上記未満 ① 準用事業の開始・廃止の届出義務（法第106条）

（注）温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。

【参考】準用事業者のガス工作物に係る準用規定（ガス事業法）

（※2）1MPa未満の圧縮ガス等、高圧ガス保安法の適用を受けない圧力
（※3）ガス事業法、電気事業法の保安規定は、圧力に関係なく規制対象

（※1）競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業／総合調査研究／水電解装置に関連する法規制等の課題整理に係る調査
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アンモニアの保安について

高圧ガス保安法令での規定

＜一般高圧ガス保安規則＞

⚫ アンモニアは、強い刺激臭と強い毒性（劇物）があり、金属材料を腐食させる等の性質を持つ。
従来から産業利用されている高圧ガスのアンモニアは、高圧ガス保安法令では、『可燃性ガス』及び
『毒性ガス』として規定するなど、利用に当たって必要な保安の措置を定めている。

⚫ 今後、アンモニアが大規模に利活用されることを見据え、必要な科学的データの戦略的獲得を図り、
随時、技術基準等に反映していくことが求められる。例えば、アンモニアを燃料とする火力発電設備
の導入拡大を見込み、令和４年に電気事業法において必要な技術基準を整備するとともに、現在、
アンモニア発電に適した使用前、溶接、定期の各自主検査の解釈見直しに向けた検討を実施中。

第一章 総則
（用語の定義）

第二条の一 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、～（以下省略）
第二条の二 毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、～ （以下省略）

電気事業法上の対応状況
• アンモニア等を燃料とする火力発電設備・燃料電池発電設備の利用促進の観点から、令和4年12月、アンモニア等を燃料とし

て火力発電設備・燃料電池発電設備で使用する場合の技術基準に関する改正を実施。電気事業法に基づく関連省令や告
示等について、公布。

第２章 ボイラー等及びその附属設備
第２条 材料に関する要件追加
第１２条 アンモニア使用時の管に係る要件

追加（接合、二重管）
第１５条 アンモニア使用時の安全弁への放出

管に係る要件追加
第１５条の２ ガス漏えい対策の要件追加
第４章 ガスタービン及びその附属設備
第３４条の２ ガス漏えい対策の要件追加
第３５条の２ 容器等に関する要件追加

第５章 内燃機関及びその附属設備
第３６条 材料に関する要件追加
第４１条の２ ガス漏えい対策の要件追加
第６章 燃料電池設備
第３６条 材料に関する要件追加
第４７条 アンモニア使用時の安全弁への放出

管に係る要件追加
第４８条 ガス漏えい対策の要件追加
第４９条の３ 容器等に関する要件追加

第７章 液化ガス設備
第５０条 アンモニア使用時の離隔距離に関する

要件追加
第６９条 アンモニア使用時の管に係る要件追加

（二重管）
第７４条 アンモニア使用時の安全弁への放出管

に係る要件追加
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リスクコミュニケーション・人材育成・国際調和

⚫ リスクコミュニケーション：水素等事業の拡大に当たっては、安全を大前提とした水素等の利用を円
滑に進めていくことが重要。このため、今後、事業者を始め、水素社会実現に関わる幅広い関係者
が、地域住民等とリスクコミュニケーションを進めていくことが必要。

⚫ 人材育成：水素等の供給・利用拡大に向け、保安も含めた水素等分野の人材育成を行い、水
素等事業の基盤を支えることが重要。このため、事業者や産学連携による水素保安人材の育成に
係る積極的な取組が必要。

⚫ 国際調和：官民が連携して国際会議に参加し、主要国の動向を把握するとともに、技術基準の
共通化等を行うための議論とそのための活動に参加することを通じて、国際調和を図っていく。

リスクコミュニケーション 人材育成 国際調和

⚫ アライアンスメンバー間の情報交
換や安全講座への講師派遣
等で産学連携の人材育成の
輪を広げていく

⚫ バイ・マルチの国際会議への参
加を通じた情報収集・実態把
握、関係機関との関係強化

水素閣僚会議（2023.9.25）への参画

⚫ 近隣住民の安心安全について、
官民ともに地域とのコミュニケー
ションを積極的に行っていく

⚫ 水素保安ポータルサイト等を活
用しつつ、都道府県等や経産
局・監督部等とも連携しながら、
水素等の物性や取扱い等の理
解を深めるための分かりやすい
情報発信に取り組む

⚫ 日本で得た科学的データ等を
発信し、水素保安規制の国際
調和・国際規格の策定に取り
組む
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